
宮崎市新規創業者
チャレンジ支援事業補助金

宮崎市では、市内で創業を予定している方に対し、

創業等に必要な費用の一部を補助する取り組み

を行っています。

※開業前の方が対象

令和６年度（2024年度）

【お問い合わせ先】

宮崎市観光商工部　産業政策課　　 0985-21-1792
FAX 0985-28-6572　mail 17syouko@city.miyazaki.miyazaki.jp

加算後最大

50万円
を支援します

対象者

① 本店所在地（個人事業者は事務所・事業所）の所在を市内として創業を行い、

かつ市内に住民票を有する（又は予定の）者 

② 宮崎市の特定創業支援等事業に位置付けられた支援を受けた者、又は受け

る予定の者 

③ 宮崎商工会議所又は市内５商工会のいずれかの会員となり開業した日から

２年間は継続して経営指導等を受ける者 

④ ２年以上継続して事業を行う見込みである者 

対象経費 設備・工事費、広告宣伝費、賃借料、事業開始に必要な備品購入費

補助額 基本額10万円（加算後最大50万円）

補助率 1/2以内

加算項目 U39加算/地域のにぎわい加算/賃貸借契約加算/移住者加算

選考方法 選考会による審査制

募集期間

一期募集　令和6年4月1日（月）～4月26日（金）

※商工会議所・商工会受付締切：4月23日（火）

二期募集　令和6年8月1日（木）～8月30日（金）（予定）

※商工会議所・商工会受付締切：8月27日（火）（予定）

※申請書は事前に商工会議所・商工会からの確認が必要になります

選考会
一期  令和6年5月10日(金)予定　／二期　令和6年9月中旬予定

※審査結果については審査会後約２週間後に通知予定です

※詳細はホームページをご覧ください




